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賀
県
公
立
学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
及
び
へ
き
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号 

佐
賀
県
公
立
学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
及
び
へ
き
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部 

を
改
正
す
る
規
則 

佐
賀
県
公
立
学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
及
び
へ
き
地
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
佐

賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
へ
き
地
手
当
」
の
下
に
「
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
第
九
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
六
条
中
「
別
表
上
欄
」
を
「
別
表
第
一
上
欄
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
へ
き
地
等
学
校
の
指
定
の
申
出
等
） 

第
十
条 

教
育
委
員
会
は
、
学
校
等
の
新
設
又
は
学
校
等
の
移
転
そ
の
他
立
地
条
件
の
変
動

等
に
よ
り
新
た
に
条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
へ
き
地
等
学
校
（
以
下
「
へ
き
地

等
学
校
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
要
す
る
場
合
又
は
へ
き
地
等
学
校
の
指
定
の
変
更
を
要
す

る
と
認
め
る
場
合
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
、
人
事
委
員
会
に
申
し
出

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
は
、
へ
き
地
等
学
校
の
名
称
が
変
更
さ
れ

た
場
合
又
は
へ
き
地
等
学
校
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
人
事
委
員

会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 
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（
へ
き
地
学
校
等
の
指
定
） 

第
八
条 

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
へ
き
地
学
校
及
び
そ
の
級
別
は
、
別
表
第
二
の

と
お
り
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
へ
き
地
学
校
に
準
ず
る
学
校
は
、
別
表
第
三
の
と
お

り
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
特
別
の
地
域
に
所
在

す
る
学
校
又
は
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る

施
設
（
以
下
第
十
条
及
び
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
に
お
い
て
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）

は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。 

別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
三
表
を
加
え
る
。 
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別
表
第
二
（
第
八
条
関
係
） 

 
 

へ
き
地
学
校
及
び
そ
の
級
別 

  

級
別 

所
在
地 

学
校
等
の
名
称 

一
級 
佐
賀
市 

唐
津
市 

伊
万
里
市 

伊
万
里
市 

伊
万
里
市 

嬉
野
市 

嬉
野
市 

藤
津
郡
太
良
町 

佐
賀
市
立
北
山
東
部
小
学
校 

唐
津
市
立
高
島
小
学
校 

伊
万
里
市
立
波
多
津
東
小
学
校 

伊
万
里
市
立
滝
野
小
学
校 

伊
万
里
市
立
滝
野
中
学
校 

嬉
野
市
立
大
野
原
小
学
校 

嬉
野
市
立
大
野
原
中
学
校 

太
良
町
立
多
良
小
学
校
三
里
分
校 

二
級 

唐
津
市 

唐
津
市 

唐
津
市 

唐
津
市 

唐
津
市 

唐
津
市 

唐
津
市
立
平
原
小
学
校
鳥
巣
分
校 

唐
津
市
立
厳
木
小
学
校
天
川
分
校 

唐
津
市
立
加
唐
小
学
校 

唐
津
市
立
加
唐
中
学
校 

唐
津
市
立
小
川
小
学
校 

唐
津
市
立
小
川
中
学
校 

三
級 

唐
津
市 

唐
津
市 

唐
津
市
立
馬
渡
小
学
校 

唐
津
市
立
馬
渡
中
学
校 

四
級 

唐
津
市 

唐
津
市 

唐
津
市
立
入
野
小
学
校
向
島
分
校 

唐
津
市
立
加
唐
小
学
校
松
島
分
校 
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別
表
第
三
（
第
八
条
関
係
） 

 
 

へ
き
地
学
校
に
準
ず
る
学
校 

  

別
表
第
四
（
第
八
条
関
係
） 

 
 

特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「第

1
0
条
関
係

」
を
「第

1
2
条
関
係

」

に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

所
在
地 

学
校
等
の
名
称 

佐
賀
市 

佐
賀
市 

佐
賀
市 

佐
賀
市 

佐
賀
市 

唐
津
市 

唐
津
市 

伊
万
里
市 

佐
賀
市
立
北
山
小
学
校 

佐
賀
市
立
北
山
中
学
校 

佐
賀
市
立
三
瀬
小
学
校 

佐
賀
市
立
三
瀬
中
学
校 

佐
賀
市
三
瀬
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー 

唐
津
市
立
大
良
小
学
校 

唐
津
市
立
大
良
中
学
校 

伊
万
里
市
立
山
代
西
小
学
校 

所
在
地 

学
校
等
の
名
称 

武
雄
市 

武
雄
市
立
山
内
東
小
学
校
犬
走
分
校 
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